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【制度の概要】
個人が、国内において、住宅の新築・購入（新築等）をして、自己の居住の用に
供した場合において、住宅の新築等のための借入金等（住宅ローン）を有するときは、
その居住の用に供した年以後10年間（その住宅の新築等が特別特定取得（16ページ）
に該当する場合には、13年間）の各年にわたり、その年分の所得税額から、その年
の12月 31日における住宅ローンの残額に応じて計算した金額を控除することとさ
れています。これを「住宅借入金等特別控除」（住宅ローン控除）といいます。
※　本説明書で使用する用語の説明などにつきましては、16ページをご参照ください。
※　制度の詳細等をお知りになりたい方は、国税庁ホームページ（タックスアンサー）
（https://www.nta.go.jp）をご確認ください。
※　住宅の増改築等について住宅借入金等特別控除を受けられる方は、『令和２年分（特定増
改築等）住宅借入金等特別控除を受けられる方へ（住宅の増改築用）』をご覧ください。

令和２年分　�住宅借入金等特別控除を受けら
れる方へ（新築・購入用）

税��務��署

■本説明書の目的■

本説明書は、住宅ローンにより住宅の新築・購入をして、自己の居住の用に供
した方が、初めて住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）を受ける場合の適用
要件や必要な手続の概要を説明するものです。
※　令和２年 11 月１日現在の法令等に基づいて作成しています。

申告書と計算明細書は、国税庁ホームページで作成できます!！

確定申告

住借

確定申告書に添付すべき計算明細書
全ての方 （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

連帯債務がある方 （付表）連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書

確定申告書に添付すべき書類
適用する控除の種類により異なります。
２ページの「控除の種類判定」で判定された控除の種類に従い、適用要件を満たしているか
を確認した上、提出書類をご用意ください。

【必要な手続】
次の書類を『確定申告書』に添付して税務署に提出します。

A1〜 A3
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控　除　の　種　類　判　定

○次の表に従い、対象となる控除を判定します。
区分 対象となる控除 該当ページ

一般住宅の新築等 A1 　一般住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除 3ページ

認定住宅の新築等 A2 　認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除 4ページ

中古住宅の購入 A3 　中古住宅の購入に係る住宅借入金等特別控除 5ページ

○「一般住宅」、「認定住宅」、「中古住宅」は次のとおりです。
用語 説明
一般住宅 （下記の）認定住宅・中古住宅に該当しない住宅をいいます。

認定住宅

次のいずれかに該当する住宅をいいます。
①　長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
②　都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物又は低炭素建
築物とみなされる特定建築物

中古住宅

建築後に使用されたことのある住宅で次のいずれかの基準を満たす住宅をいい
ます。
①　経過年数基準
　建築された日から購入の日までの期間が 20年（マンションなどの耐火建
築物については 25年）以内であること
（注）�　耐火建築物とは、建物の登記事項証明書に記載された建物の構造のうち、建物の

主たる部分の構成材料が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造（軽量
鉄骨造は含まない。）、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものをいい
ます。

②　�耐震基準
　地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずる
ものに適合することが購入の日前２年以内に証明されているもの

※�　上記①又は②の基準を満たさない建築後使用されたことのある住宅（要耐震改修住
宅）であっても、購入の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、居住の用に供
した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合する場合も該当します。

（注）　新築等をした住宅が、上記のいずれの住宅に該当するかご不明な場合は、住宅の販売会社等に
ご確認ください。
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適　用　要　件 確認欄

1 新築等をした日から、６か月以内に入居している。 □
2 本年の12月 31日（死亡した場合は、その日）まで引き続き居住の用に供

している。 □
3 本年分の合計所得金額（16ページ）が 3,000 万円以下である。 □
4 住宅の床面積（登記事項証明書に表示されているもの）（16 ページ）が

50㎡以上であり、かつ床面積の２分の１以上が専ら自己の居住用である。 □
5 10 年以上の償還期間を有する住宅ローンによって住宅を取得している。 □
6 ２以上の住宅を所有していない（所有している場合は主に居住している

住宅である。）。 □

7
入居した年及びその年の前２年後 3年以内にマイホームを売却した場合
などの譲渡所得の課税の特例等（3,000 万円の特別控除など）（16ページ）
を受けていない。

□

○�適用要件に該当するかを確認し、以下の書類をご用意ください。�
（確認欄のすべてにチェックが入る場合のみ控除を受けることができます。）

A1 一般住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除

確定申告書に添付すべき書類 確認欄

1 金融機関等から交付された『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証
明書』【原本】 □

2 住宅の登記事項証明書【原本】 □
3 住宅の工事請負契約書又は売買契約書【写し】 □

4
（土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合）
・土地の登記事項証明書【原本】
・土地の売買契約書【写し】

□

5 （補助金等の交付を受けた方）
市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類 □

6 （住宅取得等資金の贈与の特例（16ページ）を受けた方）
贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類【写し】 □

7
確定申告書に記載したマイナンバー（個人番号）の本人確認書類（マイ
ナンバーカード（個人番号カード）の写しなど）
※　確定申告書を提出する際に提示によることもできます。詳しくは、国税
庁ホームページ又は『令和２年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の
手引き』をご確認ください。

□

➡　ご準備できましたら、6 ページの計算明細書の作成へお進みください。

※�　確定申告書への給与所得の源泉徴収票等の添付は不要です。
　�　なお、確定申告書には、源泉徴収票等の内容を記載する必要があります。税務署等で確定申告書
を作成する場合には、源泉徴収票等が必要ですので、忘れずにお持ちください。
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適　用　要　件 確認欄

1 認定住宅（２ページ）である。 □
2 新築等をした日から、６か月以内に入居している。 □
3 本年の 12月 31 日（死亡した場合は、その日）まで引き続き居住の用に

供している。 □
4 本年分の合計所得金額（16ページ）が 3,000 万円以下である。 □
5 住宅の床面積（登記事項証明書に表示されているもの）（16 ページ）が

50㎡以上であり、かつ床面積の２分の１以上が専ら自己の居住用である。 □
6 10 年以上の償還期間を有する住宅ローンによって住宅を取得している。 □
7 ２以上の住宅を所有していない（所有している場合は主に居住している

住宅である。）。 □

8
入居した年及びその年の前２年後３年以内にマイホームを売却した場合
などの譲渡所得の課税の特例等（3,000 万円の特別控除など）（16ページ）
を受けていない。

□

○�適用要件に該当するかを確認し、以下の書類をご準備ください。�
（確認欄のすべてにチェックが入る場合のみ控除を受けることができます。）

A2 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除

➡　ご準備できましたら、6 ページの計算明細書の作成へお進みください。

確定申告書に添付すべき書類 確認欄

1 A1 　一般住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除（３ページ）
《確定申告書に添付すべき書類》１～7の書類 □

2

「認定住宅」であることを証する次の書類
①　認定長期優良住宅の場合（両方が必要）
・都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画の認定通知書【写し】
・�市区町村の住宅用家屋証明書【原本又は写し】� �
又は建築士等の認定長期優良住宅建築証明書【原本】

②　低炭素住宅の場合（両方が必要）
・都道府県・市区町村等の低炭素建築物新築等計画の認定通知書【写し】
・�市区町村の住宅用家屋証明書【原本又は写し】� �
又は建築士等の認定低炭素住宅建築証明書【原本】

③　低炭素住宅とみなされる特定建築物の場合
　・市区町村の住宅用家屋証明書（特定建築物用）【原本】

□
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適　用　要　件 確認欄

1 中古住宅（２ページ）である。 □
2 購入をした日から、６か月以内に入居している。 □
3 本年の 12月 31 日（死亡した場合は、その日）まで引き続き居住の用に

供している。 □
4 本年分の合計所得金額（16ページ）が 3,000 万円以下である。 □
5 住宅の床面積（登記事項証明書に表示されているもの）（16 ページ）が

50㎡以上であり、かつ床面積の２分の１以上が専ら自己の居住用である。 □
6 10 年以上の償還期間を有する住宅ローンによって住宅を取得している。 □
7 ２以上の住宅を所有していない（所有している場合は主に居住している

住宅である。）。 □

8 購入時及び購入後において、生計を一にする親族等（16ページ）から
購入した住宅でない。 □

9
入居した年及びその年の前２年後３年以内にマイホームを売却した場合
などの譲渡所得の課税の特例等（3,000 万円の特別控除など）（16ページ）
を受けていない。

□

○�適用要件に該当するかを確認し、以下の書類をご準備ください。�
（確認欄のすべてにチェックが入る場合のみ控除を受けることができます。）

A3 中古住宅の購入に係る住宅借入金等特別控除

➡　ご準備できましたら、6 ページの計算明細書の作成へお進みください。

確定申告書に添付すべき書類 確認欄

1 A1 　一般住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除（３ページ）
《確定申告書に添付すべき書類》１～7の書類 □

2

（中古住宅が耐震基準（２ページ）を満たすものとして控除を受ける場合）
次のいずれかの書類
・建築士等の耐震基準適合証明書【原本】
・登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書【写し】
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書【原本】

□

3

（中古住宅が要耐震改修住宅（２ページ※書き）に当たる場合）
・耐震改修に係る工事請負契約書【写し】
・次の①～④のうちいずれかの書類
①�　建築物の耐震改修計画の認定申請書【写し】及び耐震基準適合証
明書【原本】
②�　耐震基準適合証明申請書【写し】及び耐震基準適合証明書【原本】
③�　建設住宅性能評価申請書【写し】及び建設住宅性能評価書【写し】
④�　既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書【写し】
　及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書【原本】

□
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住宅借入金等特別控除額の計算明細書の作成

○　次の書き方に従って、『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』を作成してく
ださい。作成に当たっては、9ページ以降に掲載している記載例もご参照ください。
なお、作成した『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』は、ご用意いただい

た書類と一緒に確定申告書に添付して税務署に提出する必要があります。

１ 住所及び氏名

２ 新築又は購入した家屋等に係る事項

○
こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一
面

提
出
用

年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

整理欄 台帳番号
一連番号

登
家

登
土

契
家

契
土 残 確 証 認

定

住
民

仮付 Ａ Ｂ Ｃ

１ 住所及び氏名

住 所

氏 名

フリガナ

郵便番号 －

電話番号 （ ）
フリガナ

氏 名

フリガナ

氏 名

（共有者の氏名）

６ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

円

５ 家屋や土地等の取得対価の額

３ 増改築等をした部分に係る事項
２ 新築又は購入した家屋等に係る事項

居 住 開 始 年 月 日

取 得 対 価 の 額

家屋に関する事項 土地等に関する事項

漓●イ

漓●ロ

漓●ハ

漓●ニ

漓●ホ

漓●ヘ

漓●ト

漓●チ

漓●リ

漓●ヌ

漓●ル

漓●ヲ

漓●ワ

漓●カ

漓●ヨ

漓●タ
円

円

㎡

㎡

・・

・

・

・

・

・・

漓

滷

狠 土 地 等狢 家 屋 狡 合 計 狹 増 改 築 等

（ , , ）× 漓漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

・・ 居 住 開 始 年 月 日

円

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください｡

※小数点以下第２位まで書きます｡
総 （ 床 ） 面 積

う ち 居 住 用 部 分
の （ 床 ） 面 積

令和

増改築等の費用の額

のうち居住用部分の金額漓●ワ

÷漓●タ 漓●ワ

潭

狷 住 宅 の み 倏 土 地 等 の み 猗住宅及び土地等 猊 増 改 築 等

÷漓●ヘ 漓●ホ

潸

澁

澀

潯

潛

濳

÷漓●ル 漓●ヌ

・

・

・

・

・

・

・

・

円

％

円

円

％

円

円

住宅借入金等の年末残高

※連帯債務がない場合には、潸の金額を書きます｡

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高

潺 と 澀 の い ず れ か
少 な い 方 の 金 額

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高
（ 潯 × 潛 ）

住宅借入金等の年末残高の合計額（狷の濳＋倏の濳＋猗の濳＋猊の濳）
※ 潭の金額を二面の「住宅借入金等の年末残高の合計額潭」欄に転記します。

居 住 用 割 合
※90％以上である場合には、100.0％と書きます｡

（（付表）の澑の金額）

※連帯債務がない場合には､100.00%と書きます｡
（（付表）の潘の割合）

連帯債務に係るあなたの負担割合

整 理
番 号

※共有の場合のみ書いてください。

この明細書の書き方については、控用の裏面を参照してください。 住宅借入金等に連帯債務がある場合には、併せて付表を使用します。○ ○

（ － （ － ））漓●ロ 漓●ハ 漓●ト 漓●チ （ － ）漓●ワ 漓●カ

（ × 狢 の 漓 ）漓●ニ 漓●ニ （ × 狠 の 漓 ）漓●リ 漓●リ （ × 狹 の 漓 ）漓●ヨ 漓●ヨ（狢の滷＋狠の滷）又は（狠の滷＋狹の滷）

※ が100万円を超えるときに、増改築等に係る住宅借漓●ヨ
入金等特別控除の適用を受けることができます。

澆

潺

住宅取得等資金の贈与の
特 例 を 受 け た 金 額
あなたの持分に係る取得対価の額等

（ 滷 － 澆 ）

円

円

４ 家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項

なし又は５％ ８ ％ ％10
税率が10％の場合に ､ に含まれる漓●ロ 漓●ワ
消費税額及び地方消費税額の合計額
（契約書等に記載された消費税額）

円

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
取 得 対 価 の 額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
増改築等の費用の額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

〔平成令和 〕 平成
令和

平成
令和

重複適用（の特例）を受ける
場合は、右の該当する文字に
○をした上で、二面の澹の金
額を転記してください。

円
澹

※共有でない場合は､ , , を書いてください｡漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

８（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額
円

澣（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額 ※ 二面の該当する番号及び金額を転記します。 番
号

７ 特定の増改築等に係る事項 （特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください｡）

澂 高齢者等居住改修
工事等の費用の額 潼 断熱改修工事等の費用の額 潘 澎

澳
（潭と潦のいずれか少ない方の金額で最高250万円｡
ただし、住宅の増改築等（特定多世帯同居改修
工事等に係るものを除きます｡）が特定取得
（※二面参照）に該当しない場合は、最高200万円｡）

特定増改築等住宅借入金等、特定断熱改修住宅借入金等又は特定
多世帯同居改修住宅借入金等の年末残高

次の澂欄から澑欄に補助金等控除後の
金額を書いてください。これらの金額
が50万円を超えるときに特定増改築等
住宅借入金等特別控除の適用を受ける
ことができます。詳しくは、控用の裏
面を参照してください。

円

円
（濂又は濂×Ｄの漓）

あなたの持分に係る特定の
増改築等工事の費用の額潦濂 （澂＋潘＋澎＋澑）

特定の増改築等工事の費用の合計額澑 特定耐久性向上改修
工 事 等 の 費 用 の 額

特定多世帯同居改修
工事等の費用の額

特定断熱改修工事
等 の 費 用 の 額

家 屋:1
:2増改築等 澡

澤

８％･10％
同一年中
取得

※次に該当する場合に、書いてください。

翌年分以後に年末調整でこの控除を受けるための、控除証明書の
交付を要しない方は､右の「要しない」の文字を○で囲んでください｡

９ 控除証明書の交付を要しない場合
要しない

重複適用 重複適用の特例同一年中に８％及び10％の消費税
率が含まれる家屋の取得等又は
増改築等をした場合は、右の欄に
○をした上で、10％に係る部分の
金額等を書いてください｡

円

円

又は の金額漓●ロ 漓●ワ
（10％に係る部分のみ）

潺の狢又は
潺の狹の金額
（10％に係る部分のみ）

○
こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一
面

提
出
用

年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

整理欄 台帳番号
一連番号

登
家

登
土

契
家

契
土 残 確 証 認

定

住
民

仮付 Ａ Ｂ Ｃ

１ 住所及び氏名

住 所

氏 名

フリガナ

郵便番号 －

電話番号 （ ）
フリガナ

氏 名

フリガナ

氏 名

（共有者の氏名）

６ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

円

５ 家屋や土地等の取得対価の額

３ 増改築等をした部分に係る事項
２ 新築又は購入した家屋等に係る事項

居 住 開 始 年 月 日

取 得 対 価 の 額

家屋に関する事項 土地等に関する事項

漓●イ

漓●ロ

漓●ハ

漓●ニ

漓●ホ

漓●ヘ

漓●ト

漓●チ

漓●リ

漓●ヌ

漓●ル

漓●ヲ

漓●ワ

漓●カ

漓●ヨ

漓●タ
円

円

㎡

㎡

・・

・

・

・

・

・・

漓

滷

狠 土 地 等狢 家 屋 狡 合 計 狹 増 改 築 等

（ , , ）× 漓漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

・・ 居 住 開 始 年 月 日

円

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください｡

※小数点以下第２位まで書きます｡
総 （ 床 ） 面 積

う ち 居 住 用 部 分
の （ 床 ） 面 積

令和

増改築等の費用の額

のうち居住用部分の金額漓●ワ

÷漓●タ 漓●ワ

潭

狷 住 宅 の み 倏 土 地 等 の み 猗住宅及び土地等 猊 増 改 築 等

÷漓●ヘ 漓●ホ

潸

澁

澀

潯

潛

濳

÷漓●ル 漓●ヌ

・

・

・

・

・

・

・

・

円

％

円

円

％

円

円

住宅借入金等の年末残高

※連帯債務がない場合には、潸の金額を書きます｡

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高

潺 と 澀 の い ず れ か
少 な い 方 の 金 額

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高
（ 潯 × 潛 ）

住宅借入金等の年末残高の合計額（狷の濳＋倏の濳＋猗の濳＋猊の濳）
※ 潭の金額を二面の「住宅借入金等の年末残高の合計額潭」欄に転記します。

居 住 用 割 合
※90％以上である場合には、100.0％と書きます｡

（（付表）の澑の金額）

※連帯債務がない場合には､100.00%と書きます｡
（（付表）の潘の割合）

連帯債務に係るあなたの負担割合

整 理
番 号

※共有の場合のみ書いてください。

この明細書の書き方については、控用の裏面を参照してください。 住宅借入金等に連帯債務がある場合には、併せて付表を使用します。○ ○

（ － （ － ））漓●ロ 漓●ハ 漓●ト 漓●チ （ － ）漓●ワ 漓●カ

（ × 狢 の 漓 ）漓●ニ 漓●ニ （ × 狠 の 漓 ）漓●リ 漓●リ （ × 狹 の 漓 ）漓●ヨ 漓●ヨ（狢の滷＋狠の滷）又は（狠の滷＋狹の滷）

※ が100万円を超えるときに、増改築等に係る住宅借漓●ヨ
入金等特別控除の適用を受けることができます。

澆

潺

住宅取得等資金の贈与の
特 例 を 受 け た 金 額
あなたの持分に係る取得対価の額等

（ 滷 － 澆 ）

円

円

４ 家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項

なし又は５％ ８ ％ ％10
税率が10％の場合に ､ に含まれる漓●ロ 漓●ワ
消費税額及び地方消費税額の合計額
（契約書等に記載された消費税額）

円

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
取 得 対 価 の 額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
増改築等の費用の額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

〔平成令和 〕 平成
令和

平成
令和

重複適用（の特例）を受ける
場合は、右の該当する文字に
○をした上で、二面の澹の金
額を転記してください。

円
澹

※共有でない場合は､ , , を書いてください｡漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

８（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額
円

澣（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額 ※ 二面の該当する番号及び金額を転記します。 番
号

７ 特定の増改築等に係る事項 （特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください｡）

澂 高齢者等居住改修
工事等の費用の額 潼 断熱改修工事等の費用の額 潘 澎

澳
（潭と潦のいずれか少ない方の金額で最高250万円｡
ただし、住宅の増改築等（特定多世帯同居改修
工事等に係るものを除きます｡）が特定取得
（※二面参照）に該当しない場合は、最高200万円｡）

特定増改築等住宅借入金等、特定断熱改修住宅借入金等又は特定
多世帯同居改修住宅借入金等の年末残高

次の澂欄から澑欄に補助金等控除後の
金額を書いてください。これらの金額
が50万円を超えるときに特定増改築等
住宅借入金等特別控除の適用を受ける
ことができます。詳しくは、控用の裏
面を参照してください。

円

円
（濂又は濂×Ｄの漓）

あなたの持分に係る特定の
増改築等工事の費用の額潦濂 （澂＋潘＋澎＋澑）

特定の増改築等工事の費用の合計額澑 特定耐久性向上改修
工 事 等 の 費 用 の 額

特定多世帯同居改修
工事等の費用の額

特定断熱改修工事
等 の 費 用 の 額

家 屋:1
:2増改築等 澡

澤

８％･10％
同一年中
取得

※次に該当する場合に、書いてください。

翌年分以後に年末調整でこの控除を受けるための、控除証明書の
交付を要しない方は､右の「要しない」の文字を○で囲んでください｡

９ 控除証明書の交付を要しない場合
要しない

重複適用 重複適用の特例同一年中に８％及び10％の消費税
率が含まれる家屋の取得等又は
増改築等をした場合は、右の欄に
○をした上で、10％に係る部分の
金額等を書いてください｡

円

円

又は の金額漓●ロ 漓●ワ
（10％に係る部分のみ）

潺の狢又は
潺の狹の金額
（10％に係る部分のみ）

●　あなたの住所及び氏名を記載します。� �
　共有者がいる場合には、共有者の氏名も記載してください。

（家屋に関する事項）
●　○イの欄には、新築等をした住宅に居住した年月日を記載します。
●　○ロの欄には、売買契約書（工事請負契約書）に記載された住宅の購入金
額（請負金額）を記載します。
●�　○ハの欄には、住宅の新築等に関し、補助金等の交付を受けた場合に、そ
の補助金等の金額を記載します。
●�　○二の欄には、上記○ロ欄に記載した住宅の購入金額（請負金額）から、上
記○ハ欄に記載した補助金等の金額を控除した金額を記載します。
●�　○ホの欄には、登記事項証明書（建物）に記載された床面積の合計を記載
します。
●　○への欄には、居住用に使用している部分の床面積を記載します。店舗や
貸付等に使用していない場合は、上記○ホの欄と同じ面積となります。

（土地等に関する事項）
●　住宅の新築等に併せて土地等を購入した場合には、土地等に関する事項
を記載します。○イの欄は、住宅の新築等をする前に土地を購入した場合に、
その購入した年月日を記載し、その他の欄は、家屋の例に準じて記載して
ください。
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３  家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消
費税額等に関する事項

●　売買契約書（工事請負契約書）に記載された消費税・地方消費税の税率につ
いて、該当する欄に○を付けます。消費税・地方消費税の税率が 10%である場
合には、上記○ロ欄に記載した住宅の購入金額（請負金額）に含まれる消費税・
地方消費税の金額も記載します。中古住宅を個人間売買によって購入した場合
には、消費税が課されませんので、ご注意ください。

４ 家屋や土地等の取得対価の額

●　①の欄には、登記事項証明書（建物）に記載されたあなたの持分を記載します。
共有者がいない場合には、記載不要です。

●　②の欄には、「取得対価の額」×「①の割合」で計算した金額を記載します。
●�　③の欄には、住宅の新築等に関し、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場
合に、その特例を受けた金額を記載します。
●　④の欄には、上記②欄に記載した金額から、上記③欄に記載した住宅取得等
資金の贈与の特例を受けた金額を控除した金額を記載します。

●　住宅の新築等に併せて土地等を購入した場合には、土地等に関する事項を記
載します。家屋の例に準じて記載してください。

５ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

●　『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』に記載された借入金等の区
分に応じて、それぞれ「住宅のみ」、「土地等のみ」及び「住宅及び土地等」の
欄に記載します。

●　⑤の欄には、『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』に記載された
「年末残高」の額を記載します。
●　⑥の欄には、連帯債務がある場合のあなたの負担割合を記載します。連帯債
務でない場合には、「100.00」と記載してください。

●　⑦の欄には、⑤ ×⑥で計算した金額を記載します。

●　⑧の欄には、④の金額と⑦の金額のいずれか少ない金額を記載します。

※　連帯債務がある場合の⑥、⑦欄は、『（付表）連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の
計算明細書』により計算した金額を記載します。

○
こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一
面

提
出
用

年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

整理欄 台帳番号
一連番号

登
家

登
土

契
家

契
土 残 確 証 認

定

住
民

仮付 Ａ Ｂ Ｃ

１ 住所及び氏名

住 所

氏 名

フリガナ

郵便番号 －

電話番号 （ ）
フリガナ

氏 名

フリガナ

氏 名

（共有者の氏名）

６ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

円

５ 家屋や土地等の取得対価の額

３ 増改築等をした部分に係る事項
２ 新築又は購入した家屋等に係る事項

居 住 開 始 年 月 日

取 得 対 価 の 額

家屋に関する事項 土地等に関する事項

漓●イ

漓●ロ

漓●ハ

漓●ニ

漓●ホ

漓●ヘ

漓●ト

漓●チ

漓●リ

漓●ヌ

漓●ル

漓●ヲ

漓●ワ

漓●カ

漓●ヨ

漓●タ
円

円

㎡

㎡

・・

・

・

・

・

・・

漓

滷

狠 土 地 等狢 家 屋 狡 合 計 狹 増 改 築 等

（ , , ）× 漓漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

・・ 居 住 開 始 年 月 日

円

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください｡

※小数点以下第２位まで書きます｡
総 （ 床 ） 面 積

う ち 居 住 用 部 分
の （ 床 ） 面 積

令和

増改築等の費用の額

のうち居住用部分の金額漓●ワ

÷漓●タ 漓●ワ

潭

狷 住 宅 の み 倏 土 地 等 の み 猗住宅及び土地等 猊 増 改 築 等

÷漓●ヘ 漓●ホ

潸

澁

澀

潯

潛

濳

÷漓●ル 漓●ヌ

・

・

・

・

・

・

・

・

円

％

円

円

％

円

円

住宅借入金等の年末残高

※連帯債務がない場合には、潸の金額を書きます｡

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高

潺 と 澀 の い ず れ か
少 な い 方 の 金 額

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高
（ 潯 × 潛 ）

住宅借入金等の年末残高の合計額（狷の濳＋倏の濳＋猗の濳＋猊の濳）
※ 潭の金額を二面の「住宅借入金等の年末残高の合計額潭」欄に転記します。

居 住 用 割 合
※90％以上である場合には、100.0％と書きます｡

（（付表）の澑の金額）

※連帯債務がない場合には､100.00%と書きます｡
（（付表）の潘の割合）

連帯債務に係るあなたの負担割合

整 理
番 号

※共有の場合のみ書いてください。

この明細書の書き方については、控用の裏面を参照してください。 住宅借入金等に連帯債務がある場合には、併せて付表を使用します。○ ○

（ － （ － ））漓●ロ 漓●ハ 漓●ト 漓●チ （ － ）漓●ワ 漓●カ

（ × 狢 の 漓 ）漓●ニ 漓●ニ （ × 狠 の 漓 ）漓●リ 漓●リ （ × 狹 の 漓 ）漓●ヨ 漓●ヨ（狢の滷＋狠の滷）又は（狠の滷＋狹の滷）

※ が100万円を超えるときに、増改築等に係る住宅借漓●ヨ
入金等特別控除の適用を受けることができます。

澆

潺

住宅取得等資金の贈与の
特 例 を 受 け た 金 額
あなたの持分に係る取得対価の額等

（ 滷 － 澆 ）

円

円

４ 家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項

なし又は５％ ８ ％ ％10
税率が10％の場合に ､ に含まれる漓●ロ 漓●ワ
消費税額及び地方消費税額の合計額
（契約書等に記載された消費税額）

円

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
取 得 対 価 の 額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
増改築等の費用の額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

〔平成令和 〕 平成
令和

平成
令和

重複適用（の特例）を受ける
場合は、右の該当する文字に
○をした上で、二面の澹の金
額を転記してください。

円
澹

※共有でない場合は､ , , を書いてください｡漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

８（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額
円

澣（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額 ※ 二面の該当する番号及び金額を転記します。 番
号

７ 特定の増改築等に係る事項 （特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください｡）

澂 高齢者等居住改修
工事等の費用の額 潼 断熱改修工事等の費用の額 潘 澎

澳
（潭と潦のいずれか少ない方の金額で最高250万円｡
ただし、住宅の増改築等（特定多世帯同居改修
工事等に係るものを除きます｡）が特定取得
（※二面参照）に該当しない場合は、最高200万円｡）

特定増改築等住宅借入金等、特定断熱改修住宅借入金等又は特定
多世帯同居改修住宅借入金等の年末残高

次の澂欄から澑欄に補助金等控除後の
金額を書いてください。これらの金額
が50万円を超えるときに特定増改築等
住宅借入金等特別控除の適用を受ける
ことができます。詳しくは、控用の裏
面を参照してください。

円

円
（濂又は濂×Ｄの漓）

あなたの持分に係る特定の
増改築等工事の費用の額潦濂 （澂＋潘＋澎＋澑）

特定の増改築等工事の費用の合計額澑 特定耐久性向上改修
工 事 等 の 費 用 の 額

特定多世帯同居改修
工事等の費用の額

特定断熱改修工事
等 の 費 用 の 額

家 屋:1
:2増改築等 澡

澤

８％･10％
同一年中
取得

※次に該当する場合に、書いてください。

翌年分以後に年末調整でこの控除を受けるための、控除証明書の
交付を要しない方は､右の「要しない」の文字を○で囲んでください｡

９ 控除証明書の交付を要しない場合
要しない

重複適用 重複適用の特例同一年中に８％及び10％の消費税
率が含まれる家屋の取得等又は
増改築等をした場合は、右の欄に
○をした上で、10％に係る部分の
金額等を書いてください｡

円

円

又は の金額漓●ロ 漓●ワ
（10％に係る部分のみ）

潺の狢又は
潺の狹の金額
（10％に係る部分のみ）

○
こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一
面

提
出
用

年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

整理欄 台帳番号
一連番号

登
家

登
土

契
家

契
土 残 確 証 認

定

住
民

仮付 Ａ Ｂ Ｃ

１ 住所及び氏名

住 所

氏 名

フリガナ

郵便番号 －

電話番号 （ ）
フリガナ

氏 名

フリガナ

氏 名

（共有者の氏名）

６ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

円

５ 家屋や土地等の取得対価の額

３ 増改築等をした部分に係る事項
２ 新築又は購入した家屋等に係る事項

居 住 開 始 年 月 日

取 得 対 価 の 額

家屋に関する事項 土地等に関する事項

漓●イ

漓●ロ

漓●ハ

漓●ニ

漓●ホ

漓●ヘ

漓●ト

漓●チ

漓●リ

漓●ヌ

漓●ル

漓●ヲ

漓●ワ

漓●カ

漓●ヨ

漓●タ
円

円

㎡

㎡

・・

・

・

・

・

・・

漓

滷

狠 土 地 等狢 家 屋 狡 合 計 狹 増 改 築 等

（ , , ）× 漓漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

・・ 居 住 開 始 年 月 日

円

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください｡

※小数点以下第２位まで書きます｡
総 （ 床 ） 面 積

う ち 居 住 用 部 分
の （ 床 ） 面 積

令和

増改築等の費用の額

のうち居住用部分の金額漓●ワ

÷漓●タ 漓●ワ

潭

狷 住 宅 の み 倏 土 地 等 の み 猗住宅及び土地等 猊 増 改 築 等

÷漓●ヘ 漓●ホ

潸

澁

澀

潯

潛

濳

÷漓●ル 漓●ヌ

・

・

・

・

・

・

・

・

円

％

円

円

％

円

円

住宅借入金等の年末残高

※連帯債務がない場合には、潸の金額を書きます｡

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高

潺 と 澀 の い ず れ か
少 な い 方 の 金 額

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高
（ 潯 × 潛 ）

住宅借入金等の年末残高の合計額（狷の濳＋倏の濳＋猗の濳＋猊の濳）
※ 潭の金額を二面の「住宅借入金等の年末残高の合計額潭」欄に転記します。

居 住 用 割 合
※90％以上である場合には、100.0％と書きます｡

（（付表）の澑の金額）

※連帯債務がない場合には､100.00%と書きます｡
（（付表）の潘の割合）

連帯債務に係るあなたの負担割合

整 理
番 号

※共有の場合のみ書いてください。

この明細書の書き方については、控用の裏面を参照してください。 住宅借入金等に連帯債務がある場合には、併せて付表を使用します。○ ○

（ － （ － ））漓●ロ 漓●ハ 漓●ト 漓●チ （ － ）漓●ワ 漓●カ

（ × 狢 の 漓 ）漓●ニ 漓●ニ （ × 狠 の 漓 ）漓●リ 漓●リ （ × 狹 の 漓 ）漓●ヨ 漓●ヨ（狢の滷＋狠の滷）又は（狠の滷＋狹の滷）

※ が100万円を超えるときに、増改築等に係る住宅借漓●ヨ
入金等特別控除の適用を受けることができます。

澆

潺

住宅取得等資金の贈与の
特 例 を 受 け た 金 額
あなたの持分に係る取得対価の額等

（ 滷 － 澆 ）

円

円

４ 家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項

なし又は５％ ８ ％ ％10
税率が10％の場合に ､ に含まれる漓●ロ 漓●ワ
消費税額及び地方消費税額の合計額
（契約書等に記載された消費税額）

円

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
取 得 対 価 の 額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
増改築等の費用の額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

〔平成令和 〕 平成
令和

平成
令和

重複適用（の特例）を受ける
場合は、右の該当する文字に
○をした上で、二面の澹の金
額を転記してください。

円
澹

※共有でない場合は､ , , を書いてください｡漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

８（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額
円

澣（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額 ※ 二面の該当する番号及び金額を転記します。 番
号

７ 特定の増改築等に係る事項 （特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください｡）

澂 高齢者等居住改修
工事等の費用の額 潼 断熱改修工事等の費用の額 潘 澎

澳
（潭と潦のいずれか少ない方の金額で最高250万円｡
ただし、住宅の増改築等（特定多世帯同居改修
工事等に係るものを除きます｡）が特定取得
（※二面参照）に該当しない場合は、最高200万円｡）

特定増改築等住宅借入金等、特定断熱改修住宅借入金等又は特定
多世帯同居改修住宅借入金等の年末残高

次の澂欄から澑欄に補助金等控除後の
金額を書いてください。これらの金額
が50万円を超えるときに特定増改築等
住宅借入金等特別控除の適用を受ける
ことができます。詳しくは、控用の裏
面を参照してください。

円

円
（濂又は濂×Ｄの漓）

あなたの持分に係る特定の
増改築等工事の費用の額潦濂 （澂＋潘＋澎＋澑）

特定の増改築等工事の費用の合計額澑 特定耐久性向上改修
工 事 等 の 費 用 の 額

特定多世帯同居改修
工事等の費用の額

特定断熱改修工事
等 の 費 用 の 額

家 屋:1
:2増改築等 澡

澤

８％･10％
同一年中
取得

※次に該当する場合に、書いてください。

翌年分以後に年末調整でこの控除を受けるための、控除証明書の
交付を要しない方は､右の「要しない」の文字を○で囲んでください｡

９ 控除証明書の交付を要しない場合
要しない

重複適用 重複適用の特例同一年中に８％及び10％の消費税
率が含まれる家屋の取得等又は
増改築等をした場合は、右の欄に
○をした上で、10％に係る部分の
金額等を書いてください｡

円

円

又は の金額漓●ロ 漓●ワ
（10％に係る部分のみ）

潺の狢又は
潺の狹の金額
（10％に係る部分のみ）

○
こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一
面

提
出
用

年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

整理欄 台帳番号
一連番号

登
家

登
土

契
家

契
土 残 確 証 認

定

住
民

仮付 Ａ Ｂ Ｃ

１ 住所及び氏名

住 所

氏 名

フリガナ

郵便番号 －

電話番号 （ ）
フリガナ

氏 名

フリガナ

氏 名

（共有者の氏名）

６ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

円

５ 家屋や土地等の取得対価の額

３ 増改築等をした部分に係る事項
２ 新築又は購入した家屋等に係る事項

居 住 開 始 年 月 日

取 得 対 価 の 額

家屋に関する事項 土地等に関する事項

漓●イ

漓●ロ

漓●ハ

漓●ニ

漓●ホ

漓●ヘ

漓●ト

漓●チ

漓●リ

漓●ヌ

漓●ル

漓●ヲ

漓●ワ

漓●カ

漓●ヨ

漓●タ
円

円

㎡

㎡

・・

・

・

・

・

・・

漓

滷

狠 土 地 等狢 家 屋 狡 合 計 狹 増 改 築 等

（ , , ）× 漓漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

・・ 居 住 開 始 年 月 日

円

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください｡

※小数点以下第２位まで書きます｡
総 （ 床 ） 面 積

う ち 居 住 用 部 分
の （ 床 ） 面 積

令和

増改築等の費用の額

のうち居住用部分の金額漓●ワ

÷漓●タ 漓●ワ

潭

狷 住 宅 の み 倏 土 地 等 の み 猗住宅及び土地等 猊 増 改 築 等

÷漓●ヘ 漓●ホ

潸

澁

澀

潯

潛

濳

÷漓●ル 漓●ヌ

・

・

・

・

・

・

・

・

円

％

円

円

％

円

円

住宅借入金等の年末残高

※連帯債務がない場合には、潸の金額を書きます｡

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高

潺 と 澀 の い ず れ か
少 な い 方 の 金 額

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高
（ 潯 × 潛 ）

住宅借入金等の年末残高の合計額（狷の濳＋倏の濳＋猗の濳＋猊の濳）
※ 潭の金額を二面の「住宅借入金等の年末残高の合計額潭」欄に転記します。

居 住 用 割 合
※90％以上である場合には、100.0％と書きます｡

（（付表）の澑の金額）

※連帯債務がない場合には､100.00%と書きます｡
（（付表）の潘の割合）

連帯債務に係るあなたの負担割合

整 理
番 号

※共有の場合のみ書いてください。

この明細書の書き方については、控用の裏面を参照してください。 住宅借入金等に連帯債務がある場合には、併せて付表を使用します。○ ○

（ － （ － ））漓●ロ 漓●ハ 漓●ト 漓●チ （ － ）漓●ワ 漓●カ

（ × 狢 の 漓 ）漓●ニ 漓●ニ （ × 狠 の 漓 ）漓●リ 漓●リ （ × 狹 の 漓 ）漓●ヨ 漓●ヨ（狢の滷＋狠の滷）又は（狠の滷＋狹の滷）

※ が100万円を超えるときに、増改築等に係る住宅借漓●ヨ
入金等特別控除の適用を受けることができます。

澆

潺

住宅取得等資金の贈与の
特 例 を 受 け た 金 額
あなたの持分に係る取得対価の額等

（ 滷 － 澆 ）

円

円

４ 家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項

なし又は５％ ８ ％ ％10
税率が10％の場合に ､ に含まれる漓●ロ 漓●ワ
消費税額及び地方消費税額の合計額
（契約書等に記載された消費税額）

円

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
取 得 対 価 の 額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
増改築等の費用の額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

〔平成令和 〕 平成
令和

平成
令和

重複適用（の特例）を受ける
場合は、右の該当する文字に
○をした上で、二面の澹の金
額を転記してください。

円
澹

※共有でない場合は､ , , を書いてください｡漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

８（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額
円

澣（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額 ※ 二面の該当する番号及び金額を転記します。 番
号

７ 特定の増改築等に係る事項 （特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください｡）

澂 高齢者等居住改修
工事等の費用の額 潼 断熱改修工事等の費用の額 潘 澎

澳
（潭と潦のいずれか少ない方の金額で最高250万円｡
ただし、住宅の増改築等（特定多世帯同居改修
工事等に係るものを除きます｡）が特定取得
（※二面参照）に該当しない場合は、最高200万円｡）

特定増改築等住宅借入金等、特定断熱改修住宅借入金等又は特定
多世帯同居改修住宅借入金等の年末残高

次の澂欄から澑欄に補助金等控除後の
金額を書いてください。これらの金額
が50万円を超えるときに特定増改築等
住宅借入金等特別控除の適用を受ける
ことができます。詳しくは、控用の裏
面を参照してください。

円

円
（濂又は濂×Ｄの漓）

あなたの持分に係る特定の
増改築等工事の費用の額潦濂 （澂＋潘＋澎＋澑）

特定の増改築等工事の費用の合計額澑 特定耐久性向上改修
工 事 等 の 費 用 の 額

特定多世帯同居改修
工事等の費用の額

特定断熱改修工事
等 の 費 用 の 額

家 屋:1
:2増改築等 澡

澤

８％･10％
同一年中
取得

※次に該当する場合に、書いてください。

翌年分以後に年末調整でこの控除を受けるための、控除証明書の
交付を要しない方は､右の「要しない」の文字を○で囲んでください｡

９ 控除証明書の交付を要しない場合
要しない

重複適用 重複適用の特例同一年中に８％及び10％の消費税
率が含まれる家屋の取得等又は
増改築等をした場合は、右の欄に
○をした上で、10％に係る部分の
金額等を書いてください｡

円

円

又は の金額漓●ロ 漓●ワ
（10％に係る部分のみ）

潺の狢又は
潺の狹の金額
（10％に係る部分のみ）
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６ （特定増改築等）住宅借入金等特別控除額

●　番号の欄には、二面の該当する番号を記載します。（一般住宅・中古住宅の場
合は「１」、認定長期優良住宅の場合は「３」、認定低炭素住宅の場合は「４」
を記載します。）

●　⑳の欄には、二面で計算した⑳の金額を記載します。
●　同一年中に消費税・地方消費税の税率が８％である住宅の新築等又は増改築
等及び 10％である住宅の新築等又は増改築等の両方がある場合には、以下のと
おり記載します。

　・　「８％・10％同一年中取得」の欄には、○を記載します。
　・�　番号の欄には、消費税・地方消費税の税率が 10％であるものが住宅の新築
等である場合には「１」、増改築等である場合には「２」を記載します。

　・�　○21の欄には、上記○ロ欄に記載した住宅の購入金額（請負金額）（上記番号の
欄に記載した番号が「２」である場合には、○ワ欄の金額）のうち、消費税・
地方消費税の税率が 10％である部分の金額を記載します。

　・�　○22の欄には、上記④の○A欄に記載した持分に係る取得対価の額等の金額（上
記番号の欄に記載した番号が「２」である場合には、④の○D欄の金額）のうち、
消費税・地方消費税の税率が 10％である部分の金額を記載します。

７ 控除証明書の要否

●　給与所得者の方は、２年目以降の住宅借入金等特別控除については、年末調
整で適用を受けることができます。その際に必要となる控除証明書の交付を要
する方は、この欄には何も記載しないでください。後日「住宅借入金等特別控
除証明書」を税務署から送付します。

※　控除証明書の交付を要しない方は、「要しない」の欄に○を記載します。

（参考）翌年以降における住宅借入金等特別控除の適用について
【給与所得者が年末調整によってこの控除の適用を受ける場合】

適用１年目の確定申告によりこの控除の適用を受けた給与所得者は、２年目以降の各年分
の所得税について、年末調整によってこの控除を受けることができます。年末調整によって
この控除を受けようとする場合には、①後日税務署から送付される住宅借入金等特別控除証
明書、②住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を給与支払者に提出してください。

【確定申告書を提出してこの控除の適用を受ける場合】
確定申告書を提出してこの控除の適用を受けようとする場合には、①（特定増改築等）住

宅借入金等特別控除額の計算明細書又は住宅借入金等特別控除証明書、②住宅取得資金に係
る借入金の年末残高等証明書を添付して確定申告書を所轄税務署に提出する必要があります。

※　⑪の金額が 4,000 万円（注）を超える場合は、4,000 万円（注）となります。
　（注）（特別）特定取得に該当しない場合は、2,000 万円となります。

●　⑨の欄には、○ヘ ÷ ○ホで計算した割合を記載します。店舗や貸付等に使用してい
ない場合は、100.0 と記載してください。

●　⑩の欄には、⑧ ×⑨で計算した金額を記載します。
●　⑪の欄には、⑩の欄の合計額を記載します。

○
こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一
面

提
出
用

年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

整理欄 台帳番号
一連番号

登
家

登
土

契
家

契
土 残 確 証 認

定

住
民

仮付 Ａ Ｂ Ｃ

１ 住所及び氏名

住 所

氏 名

フリガナ

郵便番号 －

電話番号 （ ）
フリガナ

氏 名

フリガナ

氏 名

（共有者の氏名）

６ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

円

５ 家屋や土地等の取得対価の額

３ 増改築等をした部分に係る事項
２ 新築又は購入した家屋等に係る事項

居 住 開 始 年 月 日

取 得 対 価 の 額

家屋に関する事項 土地等に関する事項

漓●イ

漓●ロ

漓●ハ

漓●ニ

漓●ホ

漓●ヘ

漓●ト

漓●チ

漓●リ

漓●ヌ

漓●ル

漓●ヲ

漓●ワ

漓●カ

漓●ヨ

漓●タ
円

円

㎡

㎡

・・

・

・

・

・

・・

漓

滷

狠 土 地 等狢 家 屋 狡 合 計 狹 増 改 築 等

（ , , ）× 漓漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

・・ 居 住 開 始 年 月 日

円

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください｡

※小数点以下第２位まで書きます｡
総 （ 床 ） 面 積

う ち 居 住 用 部 分
の （ 床 ） 面 積

令和

増改築等の費用の額

のうち居住用部分の金額漓●ワ

÷漓●タ 漓●ワ

潭

狷 住 宅 の み 倏 土 地 等 の み 猗住宅及び土地等 猊 増 改 築 等

÷漓●ヘ 漓●ホ

潸

澁

澀

潯

潛

濳

÷漓●ル 漓●ヌ

・

・

・

・

・

・

・

・

円

％

円

円

％

円

円

住宅借入金等の年末残高

※連帯債務がない場合には、潸の金額を書きます｡

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高

潺 と 澀 の い ず れ か
少 な い 方 の 金 額

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高
（ 潯 × 潛 ）

住宅借入金等の年末残高の合計額（狷の濳＋倏の濳＋猗の濳＋猊の濳）
※ 潭の金額を二面の「住宅借入金等の年末残高の合計額潭」欄に転記します。

居 住 用 割 合
※90％以上である場合には、100.0％と書きます｡

（（付表）の澑の金額）

※連帯債務がない場合には､100.00%と書きます｡
（（付表）の潘の割合）

連帯債務に係るあなたの負担割合

整 理
番 号

※共有の場合のみ書いてください。

この明細書の書き方については、控用の裏面を参照してください。 住宅借入金等に連帯債務がある場合には、併せて付表を使用します。○ ○

（ － （ － ））漓●ロ 漓●ハ 漓●ト 漓●チ （ － ）漓●ワ 漓●カ

（ × 狢 の 漓 ）漓●ニ 漓●ニ （ × 狠 の 漓 ）漓●リ 漓●リ （ × 狹 の 漓 ）漓●ヨ 漓●ヨ（狢の滷＋狠の滷）又は（狠の滷＋狹の滷）

※ が100万円を超えるときに、増改築等に係る住宅借漓●ヨ
入金等特別控除の適用を受けることができます。

澆

潺

住宅取得等資金の贈与の
特 例 を 受 け た 金 額
あなたの持分に係る取得対価の額等

（ 滷 － 澆 ）

円

円

４ 家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項

なし又は５％ ８ ％ ％10
税率が10％の場合に ､ に含まれる漓●ロ 漓●ワ
消費税額及び地方消費税額の合計額
（契約書等に記載された消費税額）

円

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
取 得 対 価 の 額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
増改築等の費用の額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

〔平成令和 〕 平成
令和

平成
令和

重複適用（の特例）を受ける
場合は、右の該当する文字に
○をした上で、二面の澹の金
額を転記してください。

円
澹

※共有でない場合は､ , , を書いてください｡漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

８（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額
円

澣（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額 ※ 二面の該当する番号及び金額を転記します。 番
号

７ 特定の増改築等に係る事項 （特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください｡）

澂 高齢者等居住改修
工事等の費用の額 潼 断熱改修工事等の費用の額 潘 澎

澳
（潭と潦のいずれか少ない方の金額で最高250万円｡
ただし、住宅の増改築等（特定多世帯同居改修
工事等に係るものを除きます｡）が特定取得
（※二面参照）に該当しない場合は、最高200万円｡）

特定増改築等住宅借入金等、特定断熱改修住宅借入金等又は特定
多世帯同居改修住宅借入金等の年末残高

次の澂欄から澑欄に補助金等控除後の
金額を書いてください。これらの金額
が50万円を超えるときに特定増改築等
住宅借入金等特別控除の適用を受ける
ことができます。詳しくは、控用の裏
面を参照してください。

円

円
（濂又は濂×Ｄの漓）

あなたの持分に係る特定の
増改築等工事の費用の額潦濂 （澂＋潘＋澎＋澑）

特定の増改築等工事の費用の合計額澑 特定耐久性向上改修
工 事 等 の 費 用 の 額

特定多世帯同居改修
工事等の費用の額

特定断熱改修工事
等 の 費 用 の 額

家 屋:1
:2増改築等 澡

澤

８％･10％
同一年中
取得

※次に該当する場合に、書いてください。

翌年分以後に年末調整でこの控除を受けるための、控除証明書の
交付を要しない方は､右の「要しない」の文字を○で囲んでください｡

９ 控除証明書の交付を要しない場合
要しない

重複適用 重複適用の特例同一年中に８％及び10％の消費税
率が含まれる家屋の取得等又は
増改築等をした場合は、右の欄に
○をした上で、10％に係る部分の
金額等を書いてください｡

円

円

又は の金額漓●ロ 漓●ワ
（10％に係る部分のみ）

潺の狢又は
潺の狹の金額
（10％に係る部分のみ）

○
こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一
面

提
出
用

年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

整理欄 台帳番号
一連番号

登
家

登
土

契
家

契
土 残 確 証 認

定

住
民

仮付 Ａ Ｂ Ｃ

１ 住所及び氏名

住 所

氏 名

フリガナ

郵便番号 －

電話番号 （ ）
フリガナ

氏 名

フリガナ

氏 名

（共有者の氏名）

６ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

円

５ 家屋や土地等の取得対価の額

３ 増改築等をした部分に係る事項
２ 新築又は購入した家屋等に係る事項

居 住 開 始 年 月 日

取 得 対 価 の 額

家屋に関する事項 土地等に関する事項

漓●イ

漓●ロ

漓●ハ

漓●ニ

漓●ホ

漓●ヘ

漓●ト

漓●チ

漓●リ

漓●ヌ

漓●ル

漓●ヲ

漓●ワ

漓●カ

漓●ヨ

漓●タ
円

円

㎡

㎡

・・

・

・

・

・

・・

漓

滷

狠 土 地 等狢 家 屋 狡 合 計 狹 増 改 築 等

（ , , ）× 漓漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

・・ 居 住 開 始 年 月 日

円

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください｡

※小数点以下第２位まで書きます｡
総 （ 床 ） 面 積

う ち 居 住 用 部 分
の （ 床 ） 面 積

令和

増改築等の費用の額

のうち居住用部分の金額漓●ワ

÷漓●タ 漓●ワ

潭

狷 住 宅 の み 倏 土 地 等 の み 猗住宅及び土地等 猊 増 改 築 等

÷漓●ヘ 漓●ホ

潸

澁

澀

潯

潛

濳

÷漓●ル 漓●ヌ

・

・

・

・

・

・

・

・

円

％

円

円

％

円

円

住宅借入金等の年末残高

※連帯債務がない場合には、潸の金額を書きます｡

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高

潺 と 澀 の い ず れ か
少 な い 方 の 金 額

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高
（ 潯 × 潛 ）

住宅借入金等の年末残高の合計額（狷の濳＋倏の濳＋猗の濳＋猊の濳）
※ 潭の金額を二面の「住宅借入金等の年末残高の合計額潭」欄に転記します。

居 住 用 割 合
※90％以上である場合には、100.0％と書きます｡

（（付表）の澑の金額）

※連帯債務がない場合には､100.00%と書きます｡
（（付表）の潘の割合）

連帯債務に係るあなたの負担割合

整 理
番 号

※共有の場合のみ書いてください。

この明細書の書き方については、控用の裏面を参照してください。 住宅借入金等に連帯債務がある場合には、併せて付表を使用します。○ ○

（ － （ － ））漓●ロ 漓●ハ 漓●ト 漓●チ （ － ）漓●ワ 漓●カ

（ × 狢 の 漓 ）漓●ニ 漓●ニ （ × 狠 の 漓 ）漓●リ 漓●リ （ × 狹 の 漓 ）漓●ヨ 漓●ヨ（狢の滷＋狠の滷）又は（狠の滷＋狹の滷）

※ が100万円を超えるときに、増改築等に係る住宅借漓●ヨ
入金等特別控除の適用を受けることができます。

澆

潺

住宅取得等資金の贈与の
特 例 を 受 け た 金 額
あなたの持分に係る取得対価の額等

（ 滷 － 澆 ）

円

円

４ 家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項

なし又は５％ ８ ％ ％10
税率が10％の場合に ､ に含まれる漓●ロ 漓●ワ
消費税額及び地方消費税額の合計額
（契約書等に記載された消費税額）

円

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
取 得 対 価 の 額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
増改築等の費用の額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

〔平成令和 〕 平成
令和

平成
令和

重複適用（の特例）を受ける
場合は、右の該当する文字に
○をした上で、二面の澹の金
額を転記してください。

円
澹

※共有でない場合は､ , , を書いてください｡漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

８（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額
円

澣（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額 ※ 二面の該当する番号及び金額を転記します。 番
号

７ 特定の増改築等に係る事項 （特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください｡）

澂 高齢者等居住改修
工事等の費用の額 潼 断熱改修工事等の費用の額 潘 澎

澳
（潭と潦のいずれか少ない方の金額で最高250万円｡
ただし、住宅の増改築等（特定多世帯同居改修
工事等に係るものを除きます｡）が特定取得
（※二面参照）に該当しない場合は、最高200万円｡）

特定増改築等住宅借入金等、特定断熱改修住宅借入金等又は特定
多世帯同居改修住宅借入金等の年末残高

次の澂欄から澑欄に補助金等控除後の
金額を書いてください。これらの金額
が50万円を超えるときに特定増改築等
住宅借入金等特別控除の適用を受ける
ことができます。詳しくは、控用の裏
面を参照してください。

円

円
（濂又は濂×Ｄの漓）

あなたの持分に係る特定の
増改築等工事の費用の額潦濂 （澂＋潘＋澎＋澑）

特定の増改築等工事の費用の合計額澑 特定耐久性向上改修
工 事 等 の 費 用 の 額

特定多世帯同居改修
工事等の費用の額

特定断熱改修工事
等 の 費 用 の 額

家 屋:1
:2増改築等 澡

澤

８％･10％
同一年中
取得

※次に該当する場合に、書いてください。

翌年分以後に年末調整でこの控除を受けるための、控除証明書の
交付を要しない方は､右の「要しない」の文字を○で囲んでください｡

９ 控除証明書の交付を要しない場合
要しない

重複適用 重複適用の特例同一年中に８％及び10％の消費税
率が含まれる家屋の取得等又は
増改築等をした場合は、右の欄に
○をした上で、10％に係る部分の
金額等を書いてください｡

円

円

又は の金額漓●ロ 漓●ワ
（10％に係る部分のみ）

潺の狢又は
潺の狹の金額
（10％に係る部分のみ）
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【記　載　例　①】
○住宅を購入した場合（一般の住宅・共有者なし・土地の購入あり）

居住開始年月日� 令和２年 11月 1日
住宅及び土地の購入金額� 50,000,000 円（うち、消費税額 2,000,000 円）
住宅の床面積（うち居住用）� 150.00㎡（150.00㎡）
土地の総面積（うち居住用）� 300.00㎡（300.00㎡）
住宅借入金の年末残高（当初借入金額）� 49,000,000 円（50,000,000 円）
住宅借入金の区分� 住宅及び土地等

※　「確定申告書に添付すべき書類」から計算明細書へ記載する事項の表示例

不動産売買契約書

建物の登記事項証明書

土地等の登記事項証明書

令和２年１０月
令和２年１０月

令和２年９月３０日

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

4

1
5

2

3

6
令和２年 10 月

令和２年 11 月から

令和32 年 10 月まで
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○
こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一
面

提
出
用

年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

整理欄 台帳番号
一連番号

登
家

登
土

契
家

契
土 残 確 証 認

定

住
民

仮付 Ａ Ｂ Ｃ

１ 住所及び氏名

住 所

氏 名

フリガナ

郵便番号 －

電話番号 （ ）
フリガナ

氏 名

フリガナ

氏 名

（共有者の氏名）

６ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

円

５ 家屋や土地等の取得対価の額

３ 増改築等をした部分に係る事項
２ 新築又は購入した家屋等に係る事項

居 住 開 始 年 月 日

取 得 対 価 の 額

家屋に関する事項 土地等に関する事項

漓●イ

漓●ロ

漓●ハ

漓●ニ

漓●ホ

漓●ヘ

漓●ト

漓●チ

漓●リ

漓●ヌ

漓●ル

漓●ヲ

漓●ワ

漓●カ

漓●ヨ

漓●タ
円

円

㎡

㎡

・・

・

・

・

・

・・

漓

滷

狠 土 地 等狢 家 屋 狡 合 計 狹 増 改 築 等

（ , , ）× 漓漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

・・ 居 住 開 始 年 月 日

円

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください｡

※小数点以下第２位まで書きます｡
総 （ 床 ） 面 積

う ち 居 住 用 部 分
の （ 床 ） 面 積

令和

増改築等の費用の額

のうち居住用部分の金額漓●ワ

÷漓●タ 漓●ワ

潭

狷 住 宅 の み 倏 土 地 等 の み 猗住宅及び土地等 猊 増 改 築 等

÷漓●ヘ 漓●ホ

潸

澁

澀

潯

潛

濳

÷漓●ル 漓●ヌ

・

・

・

・

・

・

・

・

円

％

円

円

％

円

円

住宅借入金等の年末残高

※連帯債務がない場合には、潸の金額を書きます｡

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高

潺 と 澀 の い ず れ か
少 な い 方 の 金 額

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高
（ 潯 × 潛 ）

住宅借入金等の年末残高の合計額（狷の濳＋倏の濳＋猗の濳＋猊の濳）
※ 潭の金額を二面の「住宅借入金等の年末残高の合計額潭」欄に転記します。

居 住 用 割 合
※90％以上である場合には、100.0％と書きます｡

（（付表）の澑の金額）

※連帯債務がない場合には､100.00%と書きます｡
（（付表）の潘の割合）

連帯債務に係るあなたの負担割合

整 理
番 号

※共有の場合のみ書いてください。

この明細書の書き方については、控用の裏面を参照してください。 住宅借入金等に連帯債務がある場合には、併せて付表を使用します。○ ○

（ － （ － ））漓●ロ 漓●ハ 漓●ト 漓●チ （ － ）漓●ワ 漓●カ

（ × 狢 の 漓 ）漓●ニ 漓●ニ （ × 狠 の 漓 ）漓●リ 漓●リ （ × 狹 の 漓 ）漓●ヨ 漓●ヨ（狢の滷＋狠の滷）又は（狠の滷＋狹の滷）

※ が100万円を超えるときに、増改築等に係る住宅借漓●ヨ
入金等特別控除の適用を受けることができます。

澆

潺

住宅取得等資金の贈与の
特 例 を 受 け た 金 額
あなたの持分に係る取得対価の額等

（ 滷 － 澆 ）

円

円

４ 家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項

なし又は５％ ８ ％ ％10
税率が10％の場合に ､ に含まれる漓●ロ 漓●ワ
消費税額及び地方消費税額の合計額
（契約書等に記載された消費税額）

円

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
取 得 対 価 の 額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
増改築等の費用の額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

〔平成令和 〕 平成
令和

平成
令和

重複適用（の特例）を受ける
場合は、右の該当する文字に
○をした上で、二面の澹の金
額を転記してください。

円
澹

※共有でない場合は､ , , を書いてください｡漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

８（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額
円

澣（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額 ※ 二面の該当する番号及び金額を転記します。 番
号

７ 特定の増改築等に係る事項 （特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください｡）

澂 高齢者等居住改修
工事等の費用の額 潼 断熱改修工事等の費用の額 潘 澎

澳
（潭と潦のいずれか少ない方の金額で最高250万円｡
ただし、住宅の増改築等（特定多世帯同居改修
工事等に係るものを除きます｡）が特定取得
（※二面参照）に該当しない場合は、最高200万円｡）

特定増改築等住宅借入金等、特定断熱改修住宅借入金等又は特定
多世帯同居改修住宅借入金等の年末残高

次の澂欄から澑欄に補助金等控除後の
金額を書いてください。これらの金額
が50万円を超えるときに特定増改築等
住宅借入金等特別控除の適用を受ける
ことができます。詳しくは、控用の裏
面を参照してください。

円

円
（濂又は濂×Ｄの漓）

あなたの持分に係る特定の
増改築等工事の費用の額潦濂 （澂＋潘＋澎＋澑）

特定の増改築等工事の費用の合計額澑 特定耐久性向上改修
工 事 等 の 費 用 の 額

特定多世帯同居改修
工事等の費用の額

特定断熱改修工事
等 の 費 用 の 額

家 屋:1
:2増改築等 澡

澤

８％･10％
同一年中
取得

※次に該当する場合に、書いてください。

翌年分以後に年末調整でこの控除を受けるための、控除証明書の
交付を要しない方は､右の「要しない」の文字を○で囲んでください｡

９ 控除証明書の交付を要しない場合
要しない

重複適用 重複適用の特例同一年中に８％及び10％の消費税
率が含まれる家屋の取得等又は
増改築等をした場合は、右の欄に
○をした上で、10％に係る部分の
金額等を書いてください｡

円

円

又は の金額漓●ロ 漓●ワ
（10％に係る部分のみ）

潺の狢又は
潺の狹の金額
（10％に係る部分のみ）

（一面）

各階の合計を
記載します

1

3

6

5

4

2
1 1 0 10 2

2 2 0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0 0

2 8 0 0 0 0 0 0

2 8 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0

4 9 0 0 0 0 0 0

4 9 0 0 0 0 0 0
4 9 0 0 0 0 0 0

4 9 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 01

1 5 0 0 0 3 0 0 0 0

1 0 0 0 0

1 0 0 0

3 0 0 0 01 5 0 0 0

2 8 0 0 0 0 0 0

2 8 0 0 0 0 0 0

国税 太郎
コクゼイ タロウ

○○市△△町××-××-×
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提
出
用

○
�二
面
�
は
�一
面
�
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

二
面

次の該当する算式のうち、いずれか一の算式により計算します。
令和02年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算

重複適用又は震災特例法の重複適用の特例を受ける場合には、次の澹欄を記載します。○

二以上の住宅の取得等又は住宅の増改築等に係る住宅借入金等の金額がある場合（これらの住宅の取得等又は住宅の増改築等が同一の
年に属するもので、上記の表で同一の欄を使用して計算する場合を除きます｡）には、その住宅の取得等又は住宅の増改築等ごとに（特
定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書又は（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書（再び居住の用に供した
方用）を作成します。
その作成した各明細書の澣欄の金額の合計額を最も新しい住宅の取得等又は住宅の増改築等に係る明細書の澹欄に記載します。

※ 澹欄の金額を一面の澹欄に転記します。

澹

澹

重複適用を受ける場合

震災特例法の重複適用
の特例を受ける場合

各明細書の控除額（澣の金額）の合計額（住宅の取得等又は住宅の増改築等に
係る控除限度額のうち最も高い控除限度額が限度となります｡）を記載します。

各明細書の控除額（澣の金額）の合計額を記載します。

００

００

円

円

氏名

※１ 澣欄の金額を一面の澣欄に転記します。
※２ 澣欄の括弧内の金額は、居住の用に供した日の属する年における住宅の取得等又は住宅の増改築等に係る控除限度額となります。
※３ （特別）特定取得とは、家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に含まれる消費税額等が、８％又は10％の税率により課さ

れるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

番
号 居住の用に供した日等 算式等

（特定増改築等）
住宅借入金等特別控除額
（100円未満の端数切捨て）

１

住宅借入金
等特別控除
の適用を受
け る 場 合
（２から８
のいずれか
を選択する
場 合 を 除
きます｡）

住宅借入金
等特別控除
の控除額の
特例を選択
し た 場 合

認定住
宅の新
築等に
係る住
宅借入
金等特
別控除
の特例
を選択
し た
場 合

認定住

宅が認

定長期

優良住

宅に該

当する

と き

平成26年
1月1日か
ら令和２
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

平成25年中に居住
の用に供した場合

平成24年中に居住
の用に供した場合

平成23年中に居住
の用に供した場合

平成20年中に居住
の用に供した場合

平成19年中に居住
の用に供した場合

平成26年
1月1日か
ら令和２
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

潭× 0.01＝

潭× 0.01＝

潭× 0.01＝

潭× 0.01＝

潭× 0.01＝

潭×0.004＝

潭×0.004＝

潭× 0.01＝

潭× 0.01＝

潭× 0.01＝

潭× 0.01＝

潭×0.012＝

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

（最高40万円）

（最高20万円）

（最高20万円）

（最高30万円）

（最高40万円）

（最高８万円）

（最高10万円）

（最高50万円）

（最高30万円）

（最高30万円）

（最高40万円）

（最高60万円）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

００

平成25年中に居住
の用に供した場合

平成24年中に居住
の用に供した場合

２

３

番
号 居住の用に供した日等 算式等

（特定増改築等）
住宅借入金等特別控除額
（100円未満の端数切捨て）

４
平成25年中に居住
の用に供した場合

潭× 0.01＝

潭× 0.01＝

潭× 0.01＝

潭× 0.01＝

澣

澣

澣

澣

（最高50万円）

（最高30万円）

（最高30万円）

（最高40万円）

円

円

円

円

００

００

００

００

平成26年４月１日から令
和２年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

５

８

６

平成24年12月４日から平
成24年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

平成25年１月１日から平
成26年３月31日までの間
に居住の用に供した場合
平成23年１月１日から平
成24年12月31日までの間
に居住の用に供した場合

潭×0.012＝

潭×0.012＝

潭×0.012＝

平成28
年１月
１日か
ら令和
２年12
月31日
までの
間に居
住の用
に供し
た場合

高齢者等居
住改修工事
等に係る特
定増改築等
住宅借入金
等特別控除
を選択した
場 合

断熱改修工
事等に係る
特定増改築
等住宅借入
金等特別控
除 を 選 択
し た 場 合

平成28
年１月
１日か
ら令和
２年12
月31日
までの
間に居
住の用
に供し
た場合

震災特例法
の住宅の再
取得等に係
る住宅借入
金等特別控
除の控除額
の特例を選
択した場合

住宅の増改築等が特定取得に
該当するとき
潭の金額（最高1,000万円）
……爬（ ）

澳の金額（ ）×0.02
＋（爬－澳）×0.01＝

住宅の増改築等が特定取得に
該当しないとき
潭の金額（最高1,000万円）
……爬（ ）

澳の金額（ ）×0.02
＋（爬－澳）×0.01＝

住宅の増改築等が特定取得に
該当するとき
潭の金額（最高1,000万円）
……爬（ ）

澳の金額（ ）×0.02
＋（爬－澳）×0.01＝

住宅の増改築等が特定取得に
該当しないとき
潭の金額（最高1,000万円）
……爬（ ）

澳の金額（ ）×0.02
＋（爬－澳）×0.01＝

円

円

円

澣

（最高12万５千円）円

００

００

００

００

住宅借入金等の年末残高の合計額 ※ 一面の潭の金額を転記します。 潭
円

７

多世帯同居改
修工事等に係
る特定増改築
等住宅借入金
等特別控除を
選択した場合

認定住
宅の新
築等に
係る住
宅借入
金等特
別控除
の特例
を選択
し た
場 合

認定住
宅が認
定低炭
素住宅
に該当
す る
と き

澣

澣

澣

澣

（最高60万円）

（最高36万円）

（最高48万円）

平成28年４月１日から令和２年12月
31日までの間に居住の用に供した場合
潭の金額（最高1,000万円）
……爬（ ）
澳の金額（ ）×0.02

＋（爬－澳）×0.01＝ ００

澣

澣

澣

平成26年
1月1日か
ら令和２
年12月31
日までの
間に居住
の用に供
した場合

円

円

円

円

（最高12万５千円）

（最高12万円）

（最高12万５千円）

（最高12万円）

００

００

００

住宅の取得等が
（特別）特定取得
に該当するとき
住宅の取得等が
（特別）特定取得
に該当しないとき

住宅の取得等が
（特別）特定取得
に該当するとき
住宅の取得等が
（特別）特定取得
に該当しないとき

住宅の取得等が
（特別）特定取得
に該当するとき
住宅の取得等が
（特別）特定取得
に該当しないとき

平成23年中に居住
の用に供した場合

国税 太郎

（二面）

４０００００００

４０００
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1

【記　載　例　②】
○住宅の取得等資金の贈与を受け、住宅を購入した場合

「確定申告書に添付すべき書類」から計算明細書へ記載する事項の表示例

（マンション・共有者あり）

居住開始年月日� 令和２年 11月１日
住宅の購入金額� 30,000,000 円（うち、消費税額 1,000,000 円）
床面積（うち居住用）� 110.00㎡（110.00㎡）
住宅借入金の年末残高（当初借入金額）� 8,000,000 円（9,000,000 円）
住宅借入金の区分� 住宅及び土地等
共有持分� １／２
住宅取得等資金の贈与の金額� 6,000,000 円
（住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けている）

不動産売買契約書

※　マンション等の購入については、売買契約書等に住宅と土地の取得価額が区分して記載されてい
ない場合でも、その購入に係る消費税・地方消費税の税率が10%であるときには、それぞれの取
得価額を記載する必要がありますので、消費税等の額を基礎として住宅の取得価額を計算します。
※　土地の譲渡については消費税が非課税とされていますので、消費税額を消費税率（この場合は
10％）で割り返すことにより、住宅の取得価額を計算することができます。

※　その購入に係る消費税・地方消費税の税率が 10％である場合以外の場合であって、住宅と土
地等で共有持分割合や居住用割合が異なるなど、それぞれの取得価額を記載する必要があるとき
は、上記の消費税等の額を基礎として住宅の取得価額を計算する方法などの合理的な方法により
計算します。
　　なお、上記以外の場合であって、住宅と土地等の購入に係る借入金等が一括借入である場合、
住宅と土地等の取得価額の合計額を「住宅の取得対価の額」として、差し支えありません。

5
建物と土地
の金額が区
分されてい
ない場合

計算例

1,000,000円
（消費税額） ÷

10％
（消費税率）

＝ 10,000,000円
（住宅の取得価額（税抜））

10,000,000円
（住宅の取得価額（税抜）） + 1,000,000円

（消費税額） ＝ 11,000,000円
（住宅の取得価額（税込））

30,000,000円
（住宅と土地の取得価額の合計額） - 11,000,000円

（住宅の取得価額（税込）） ＝ 19,000,000円
（土地の取得価額）

1

2
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令和２年 10 月

令和２年１０月

令和２年１０月

○建物の床面積の表示

○土地の床面積の表示

建物の登記事項証明書

　マンションのように区分所有建物の場合には、所有分の土地の面積の表示がないため、敷地権の目的で
ある土地全体の面積から合理的な方法により計算します。合理的な計算方法として、建物の床面積を基に
以下のとおり計算する方法があります（建物の登記事項証明書に記載されています。）。

令和２年１０月

建物全体の床面積
表示例の場合は、各階の床
面積を合計し、10452.46
㎡になります。

3

土地全体の面積

○共有持分の表示

計算例

16447.18
（土地全体の面積） ×

110.00（専有部分の建物の床面積）
10452.46（建物全体の床面積）

＝
173.08

（敷地権を有する部分の
土地の面積）

※　敷地権の割合（所有権割合）が表示されている場合には、その割合を用いて計算しても差し支えありません。

6

4
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住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

令和２年 11 月から

令和32 年 10 月まで

令和 2 年 10 月

　①住宅の新築等に関し補助金等を受ける場合、②住宅取得等資金の贈与を受けており、贈与
税の申告において「住宅取得等資金の贈与の特例」（16ページ）の適用を受けている場合には、
その交付を受ける金額又は適用を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算します。

　なお、住宅と土地等の取得対価の額をそれぞれ記載している場合で、住宅取得等資金を家屋
と土地等のいずれの取得等に充てたか明らかでない場合には、取得対価の額で按分した金額を
それぞれの取得に充てたものとして差し支えありません。

補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与を受けている場合

9

ご注意ください！！

計算例

6,000,000円
（住宅取得等資金の贈与の
特例を受けた金額）

÷ 30,000,000円
（住宅と土地の取得価額の合計額）

× 11,000,000円
（住宅の取得価額（税込）） ＝

2,200,000円
（住宅取得等資金の贈与の

特例を受けた金額のうち住宅部分）

6,000,000円
（住宅取得等資金の贈与の
特例を受けた金額）

-
2,200,000円

（住宅取得等資金の贈与の
特例を受けた金額のうち住宅部分）

＝
3,800,000円

（住宅取得等資金の贈与の
特例を受けた金額のうち土地部分）

7

8

8

9
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○
こ
の
明
細
書
は
、
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一
面

提
出
用

年分（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算明細書

整理欄 台帳番号
一連番号

登
家

登
土

契
家

契
土 残 確 証 認

定

住
民

仮付 Ａ Ｂ Ｃ

１ 住所及び氏名

住 所

氏 名

フリガナ

郵便番号 －

電話番号 （ ）
フリガナ

氏 名

フリガナ

氏 名

（共有者の氏名）

６ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高

円

５ 家屋や土地等の取得対価の額

３ 増改築等をした部分に係る事項
２ 新築又は購入した家屋等に係る事項

居 住 開 始 年 月 日

取 得 対 価 の 額

家屋に関する事項 土地等に関する事項

漓●イ

漓●ロ

漓●ハ

漓●ニ

漓●ホ

漓●ヘ

漓●ト

漓●チ

漓●リ

漓●ヌ

漓●ル

漓●ヲ

漓●ワ

漓●カ

漓●ヨ

漓●タ
円

円

㎡

㎡

・・

・

・

・

・

・・

漓

滷

狠 土 地 等狢 家 屋 狡 合 計 狹 増 改 築 等

（ , , ）× 漓漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

・・ 居 住 開 始 年 月 日

円

あ な た の 共 有 持 分
※共有の場合のみ書いてください｡

※小数点以下第２位まで書きます｡
総 （ 床 ） 面 積

う ち 居 住 用 部 分
の （ 床 ） 面 積

令和

増改築等の費用の額

のうち居住用部分の金額漓●ワ

÷漓●タ 漓●ワ

潭

狷 住 宅 の み 倏 土 地 等 の み 猗住宅及び土地等 猊 増 改 築 等

÷漓●ヘ 漓●ホ

潸

澁

澀

潯

潛

濳

÷漓●ル 漓●ヌ

・

・

・

・

・

・

・

・

円

％

円

円

％

円

円

住宅借入金等の年末残高

※連帯債務がない場合には、潸の金額を書きます｡

新築、購入及び増改築等に係る
住宅借入金等の年末残高

潺 と 澀 の い ず れ か
少 な い 方 の 金 額

居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高
（ 潯 × 潛 ）

住宅借入金等の年末残高の合計額（狷の濳＋倏の濳＋猗の濳＋猊の濳）
※ 潭の金額を二面の「住宅借入金等の年末残高の合計額潭」欄に転記します。

居 住 用 割 合
※90％以上である場合には、100.0％と書きます｡

（（付表）の澑の金額）

※連帯債務がない場合には､100.00%と書きます｡
（（付表）の潘の割合）

連帯債務に係るあなたの負担割合

整 理
番 号

※共有の場合のみ書いてください。

この明細書の書き方については、控用の裏面を参照してください。 住宅借入金等に連帯債務がある場合には、併せて付表を使用します。○ ○

（ － （ － ））漓●ロ 漓●ハ 漓●ト 漓●チ （ － ）漓●ワ 漓●カ

（ × 狢 の 漓 ）漓●ニ 漓●ニ （ × 狠 の 漓 ）漓●リ 漓●リ （ × 狹 の 漓 ）漓●ヨ 漓●ヨ（狢の滷＋狠の滷）又は（狠の滷＋狹の滷）

※ が100万円を超えるときに、増改築等に係る住宅借漓●ヨ
入金等特別控除の適用を受けることができます。

澆

潺

住宅取得等資金の贈与の
特 例 を 受 け た 金 額
あなたの持分に係る取得対価の額等

（ 滷 － 澆 ）

円

円

４ 家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項

なし又は５％ ８ ％ ％10
税率が10％の場合に ､ に含まれる漓●ロ 漓●ワ
消費税額及び地方消費税額の合計額
（契約書等に記載された消費税額）

円

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
取 得 対 価 の 額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

円

円補 助 金 等 控 除 前 の
増改築等の費用の額
交 付 を 受 け る
補 助 金 等 の 額

〔平成令和 〕 平成
令和

平成
令和

重複適用（の特例）を受ける
場合は、右の該当する文字に
○をした上で、二面の澹の金
額を転記してください。

円
澹

※共有でない場合は､ , , を書いてください｡漓●ニ 漓●リ 漓●ヨ

８（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額
円

澣（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額 ※ 二面の該当する番号及び金額を転記します。 番
号

７ 特定の増改築等に係る事項 （特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のみ書いてください｡）

澂 高齢者等居住改修
工事等の費用の額 潼 断熱改修工事等の費用の額 潘 澎

澳
（潭と潦のいずれか少ない方の金額で最高250万円｡
ただし、住宅の増改築等（特定多世帯同居改修
工事等に係るものを除きます｡）が特定取得
（※二面参照）に該当しない場合は、最高200万円｡）

特定増改築等住宅借入金等、特定断熱改修住宅借入金等又は特定
多世帯同居改修住宅借入金等の年末残高

次の澂欄から澑欄に補助金等控除後の
金額を書いてください。これらの金額
が50万円を超えるときに特定増改築等
住宅借入金等特別控除の適用を受ける
ことができます。詳しくは、控用の裏
面を参照してください。

円

円
（濂又は濂×Ｄの漓）

あなたの持分に係る特定の
増改築等工事の費用の額潦濂 （澂＋潘＋澎＋澑）

特定の増改築等工事の費用の合計額澑 特定耐久性向上改修
工 事 等 の 費 用 の 額

特定多世帯同居改修
工事等の費用の額

特定断熱改修工事
等 の 費 用 の 額

家 屋:1
:2増改築等 澡

澤

８％･10％
同一年中
取得

※次に該当する場合に、書いてください。

翌年分以後に年末調整でこの控除を受けるための、控除証明書の
交付を要しない方は､右の「要しない」の文字を○で囲んでください｡

９ 控除証明書の交付を要しない場合
要しない

重複適用 重複適用の特例同一年中に８％及び10％の消費税
率が含まれる家屋の取得等又は
増改築等をした場合は、右の欄に
○をした上で、10％に係る部分の
金額等を書いてください｡

円

円

又は の金額漓●ロ 漓●ワ
（10％に係る部分のみ）

潺の狢又は
潺の狹の金額
（10％に係る部分のみ）

※　（二面）記載例は省略しています。記載例①を参考にしてください。

（一面）

2

4

6

8

1

3

7

9

5

国税 太郎
コクゼイ タロウ

国税 花子
コクゼイ ハナコ

○○市△△町××-××-×

1 1 0 10 2
1 1 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0

5 5 0 0 0 0 0

3 3 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0

9 5 0 0 0 0 0

5 7 0 0 0 0 0
3 8 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0

8 0 01

1 1 0 0 0 1 7 3  0 8
1 7 3  0 8

1 0 0 0 0

1 0 0 0

1 1 0 0 0

1 9 0 0 0 0 0 0

1 9 0 0 0 0 0 0

1 12 2
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個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度について
平成 21年１月１日以降に居住の用に供した方のうち、所得税の額から控除しきれなかった
住宅借入金等特別控除額がある方については、翌年度分の個人住民税から控除できる場合があ
ります。
この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、
原則として確定申告期限までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を所轄税務署
へ提出する必要がありますのでご注意ください。

～市区町村からのお知らせ～
詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。

用語 説明
特別特定
取得

その住宅の新築等の対価の額に含まれる消費税等（消費税・地方消費税）の額
が 10％の税率により課されるべきものである場合の、その住宅の新築等をい
います。

特定取得 その住宅の新築等の対価の額に含まれる消費税等（消費税・地方消費税）の額
が８％又は 10％の税率により課されるべきものである場合の、その住宅の新
築等をいいます。

合計所得
金額

次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額をいいます。
①　事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期
譲渡所得及び雑所得の合計額（損益の通算後の金額）
②�　総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額（損益の通算後の金額）の 2
分の 1の金額
☆�　申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額（長（短）期譲渡所
得については特別控除前の金額）の合計額を加算した金額です。また、純損
失や雑損失の繰越控除など、損失の繰越控除の適用を受けている場合は、そ
の適用前の金額をいいます。

床面積 登記事項証明書に表示されている床面積をいいます。ただし、マンションなど
のように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、登記事項証明書上の専
有部分の床面積をいいます。その家屋が店舗併用住宅であるなど自己の居住の
用以外の用にも供される部分がある家屋の場合やその家屋が共有である場合に
は、その家屋の全体の床面積によって判定します。

親族等 親族のほか、次の①から③のいずれかに該当する方をいいます。
①　婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方
②　�家屋を購入した人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している方
③　①、②又は親族の方と生計を一にするこれらの方

住宅取得等
資金の贈与
の特例

「住宅取得等資金の贈与税の非課税」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場
合の相続時精算課税選択の特例」をいいます（詳しくは、『贈与税の申告のし
かた』をご覧ください。）。

譲渡所得の
課税の特例
等

次の特例をいいます。
①　居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
②　居住用財産の譲渡所得の特別控除（3,000 万円の特別控除）（被相続人の
居住用財産に係る譲渡所得の特別控除を除く。）
③　特定の居住用財産の買換え・交換をした場合の長期譲渡所得の課税の特例
④　既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換
え・交換の場合の譲渡所得の課税の特例

（参考）用語の説明など


